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市立舞鶴市民病院かさ訪問看護ステーション 

訪問看護ソフト・システム導入業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

1 目的 

本要領は、市立舞鶴市民病院かさ訪問看護ステーション（以下、訪問看護ステーション）における訪問

看護ソフト・システム導入に伴い実施する、公募型プロポーザル方式について必要な事項を定める。 

 

2 業務の概要 

（1） 業務名 

 市立舞鶴市民病院かさ訪問看護ステーション 訪問看護ソフト・システム導入業務 

（2） 業務仕様書 

 別添「市立舞鶴市民病院かさ訪問看護ステーション 訪問看護ソフト・システム導入業務仕様書」

のとおり 

（3） 履行期間 

 契約締結日から令和１３年３月３１日まで 

（4） 提案上限額 

２，６８０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※１）この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務提案内容の規模を示すためのもの

である。なお、提案額が導入限度額を超過している場合は失格とする。 

※２）今回の見積はプロポーザルの審査に用いるためのものであり、契約時においては、提出さ

れた金額を基本とし、特定者と詳細な業務内容及び契約条件について協議し、合意に至っ

た後、契約を締結する。 

（5） その他留意事項等 

(ア) 提案された企画内容は、市立舞鶴市民病院（以下、市民病院という）と特定者との協議により、

必要に応じて修正するものとし、そのまま採用するものではないことを留意すること 

(イ) 提案された企画内容をもとに業務仕様書を作成し、契約するものとする。（（2）業務仕様書は業

務の大要を示すものであり、最終的な業務仕様書の作成については、特定者と協議のうえ決

定する。） 

 

3 実施形式 

 公募型 

 

4 参加資格要件等 

  本プロポーザルに参加するためには、次に掲げる資格要件をすべて満たさなければならない。ただ

し、契約締結までの間に、資格要件のいずれかを有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（2） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者である

こと。 

（3） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者である

こと。 

（4） 舞鶴市入札参加停止に関する要綱（平成３０年告示第３４号）に基づく入札参加停止の期間中でな



い者であること。 

（5） 国又は地方公共団体等の入札参加停止（指名停止も同じ）の期間中でない者であること。 

（6） 舞鶴市契約に関する暴力団等排除措置要綱（平成２４年告示第１７１号）の規定並びに他の自治体

における同様の要綱による入札参加等除外措置の期間中でない者であること。 

（7） 本市及び本店所在地において市町村民税（特別区にあっては都民税）の滞納がないこと。 

（8） 過去５年以内に訪問看護ステーションにおいて同様の業務を５件以上受託した実績を有しているこ

と。 

 

5 一般事項 

（1） プロポーザルの日程 

令和８年６月１９日（金） 公募開始 

        ２５日（木） 質問の受付締切 

        ２９日（月） 質問に対する回答 

７月 １日（水） プロポーザル提案意向申請書の提出期限 

    ３日（金） 資格確認結果送付 

１７日（金） 企画提案書の提出期限 

２４日（金） プレゼンテーション審査 

        ２８日（火） 選定結果通知 

（2） 選定方法等 

 参加要件を満たすと認めた事業者に対し、市立舞鶴市民病院かさ訪問看護ステーション訪問看

護ソフト・システム導入業務プロポーザル評価委員会（以下、「評価委員会」という。）において、次

項（３）の応募書類とともに、別表「審査基準」に基づいた書類審査及びプレゼンテーション審査を

実施し、本業務の履行に最も適した特定者を選定する。なお、審査は非公開とし、審査結果に対す

る異議申し立てはできないこととする。 

① 日時 

 令和８年７月２４日（金）  ※時間は電子メールにて別途通知する 

② 場所 

 市民病院かWEB 会議システム（Zoom）によるオンライン 

③ 出席者 

 出席者は３名以内とする 

④ 所要時間 

 ３０分以内（準備５分、説明及びデモンストレーション１５分、質疑応答１０分） 

⑤ 内容 

 説明は企画提案書に記載した内容とし、提出した資料を画面共有により説明すること。 

⑥ その他 

・指定した時間に遅刻したとき、又は欠席したときには失格とする。 

・プレゼンテーション審査の内容については事務局による録画を実施する。 

 

 

 

 



（3） 応募書類 

＜参加申込書類＞ 

① プロポーザル提案意向申請書（様式１） 

② 事業所概要（様式２） 

③ 業務実績書（様式３） 

④ 仕様書要件対応一覧表（様式４） 

⑤ 誓約書（様式５） 

※上記提出書類は、参加を希望する支店又は営業所について記載すること。 

 

※「舞鶴市競争入札参加資格登録業者」でない場合は、次の書類も併せて提出してください。 

⑥ 法人にあっては、商業登記簿謄本（現在事項証明書、履歴事項全部証明書でも可） 

⑦ 個人にあっては、身分証明書（禁治産者等ではない証明付き） 

⑧ 法人にあっては、本社分の直近年度の消費税及び地方消費税納税額証明書（その３またはそ

の３の３）、市町村税の納税証明書（滞納がないことが確認できるもの） 

⑨ 個人にあっては、直近年度の消費税及び地方消費税納税額証明書（その３またはその３の３）、

市町村税の納税証明書（滞納がないことが確認できるもの） 

⑩ 役員等調書（様式６） 

⑪ 支店又は営業所の場合、本社の委任状 

 

＜企画提案書類＞ 

 企画提案書の審査は匿名で行うため、５（４）に定める企画提案書の副本の内容には、参加者が

特定できる名称・記号・商標等を記載しないこと 

① 企画提案書（様式７に企画提案書（任意様式）を付し提出すること） 

② 業務スケジュール表（様式８） 

③ 見積書（様式９に見積明細書（任意様式）を添付すること） 

・金額は税込みとし、見積限度額以下の金額とすること 

・提出の際には封入し割印をしておくこと 

      ＜提出に係る留意事項＞ 

① 応募１事業者につき、申請は１件とする。 

② 使用言語は原則として日本語とし、なるべく専門用語を避けて分かりやすく平易な表現に努め

ること。やむを得ず企画提案書の一部に日本語以外の言語や専門用語を使用する場合は、同

一ページ内に注釈を加えること。 

③ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。 

④ 提出された書類の内容変更はできない。 

⑤ プロポーザル提案意向申請書提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

⑥ 提出方法は持参又は郵送（書留郵便に限る）とし、郵送の場合は提出期限必着とする。 

      ＜企画提案書の取扱い＞ 

① 提出後の訂正、追加及び再提出は認められない。 

② 著作権は、それぞれの企画提案者に帰属する。 

 

 



（4） 提出部数 

① プロポーザル提案意向申請書類 ・・・  ２部（正本１部、副本１部） 

② 企画提案書類 ・・・ 7 部（正本１部、副本 6部） 

（5） 提出様式 

 様式に定めのあるものについては、舞鶴市ホームページからダウンロードして入手すること。 

 ※舞鶴市ホームページ 

  「しごと・産業」―「入札・契約・工事施工」―「公告（プロポーザル・簡易公募等）」に掲載。 

（6） 応募に関する質問 

 企画提案書に関する質疑については、以下の手順により受け付ける。 

① 受付期限 令和８年６月２５日（木） 午後５時まで 

② 質問は所定の質問書（様式 10）により、メールにて受け付けるものとする。 

③ 質問の際は、メールの表題の冒頭に「プロポーザルに関する質問」の文字を入れること。 

④ 質問内容は、参加申込及び企画提案書等に関するもののみとし、審査（評価）に関する質問

は一切受け付けない。 

⑤ 質問に対する回答は、舞鶴市ホームページにて質問とともに公表する。 

（7） 提出先 

 「7 事務局」まで 

 

6 その他 

（1） 失格要件 

  以下の場合には、評価委員会において審査の上、失格になることがある。 

① 企画提案書に虚偽の記載・申告がある場合 

② 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

③ 見積金額が提案上限額を超過している場合 

④ その他、評価委員会において不適当と認められた場合 

（2） その他 

① 提案に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

② 提出された企画提案書は返却しない。 

③ 提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は市立舞鶴市民病院、舞鶴市役所

内及び評価委員会での使用に限る。 

④ 提出された書類（参加申込書類）は情報公開の請求により、舞鶴市情報公開条例に基づき開

示することがある。 

⑤ 審査の結果によっては、特定者を特定せず、本手続きを終了する場合がある。 

 

7 事務局 

〒624-0906 

京都府舞鶴市字倉谷１３５０番地１１ 

市立舞鶴市民病院管理部経営企画・医療連携課 大堂 

   電話 0773-60-9020 

   FAX 0773-76-8730 

      Email mmh@hospital.maizuru.kyoto.jp 

mailto:mmh@hospital.maizuru.kyoto.jp

